
●下水道使用料
※1
の改定について

H25.10.1～ R3.10.1～

基本使用料 0 ～ 16 2,200 2,540

17 ～ 40 132 154

41 ～ 100 171 198

101 ～ 200 223 258

201 ～ 500 242 278

501 ～ 1,000 260 297

1,001 ～ 2,000 270 308

2,001 ～ 275 313

※1　H24.4.1から農業集落排水処理施設使用料も同一の料金水準及び料金体系となっている

○使用料の差額及び改定率

現行 R3.10.1～

税抜き 5,368 6,236

税込み 5,904 6,859

955

16.18

※2　4人家族の１か月20㎥の標準使用水量（国交省資料より）

○下水道使用料等との比較

料金(円)

税込み 6,859

8,000

税込み 5,055

※3　2か月40㎥使用時（4人家族標準使用量）

※4　電気代を除く清掃＋保守点検＋法定検査費　48,000円/基・年（環境省調査より）

※5　2か月に1回408ℓくみ取りの場合（4人家族標準排出量。環境省災害廃棄物対策指針より）

下水道使用料（R3.10.1～）※3

し尿処理手数料※5

合併処理浄化槽維持管理費※4

（2か月分の税抜き金額）

2か月40㎥※2使用時の

使用料(円)

差額(円)

改定率(%)

従量使用料

料金（円/㎥）
水量区分（㎥）
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